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R5.4.28

【今後】
①現地での審査時間を減らすため、事前に提出していただく書類の種類や量を見直し、
可能な限り、書類での事前確認を実施する。

（例：委員会開催記録など実施の有無のみが判断対象となるものや審査に時間を要するもの）

②原則２か月前までに運営指導実施通知を行い、書類の提出期限は１か月前までとす
る。

③書類の事前提出は運営基準及び加算の両方が対象。

【従来】
①運営指導の１か月前までに通知。

②事前に書類の提出依頼リストを送付し、現地確認。

③書類の提出期限は運営指導の14日前まで。

１．運営指導方法の見直しについて

※本見直しは施設サービスに関するものです。

R5.7.21
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R5.4.28

提出予定資料 （※施設サービスの参考事例）

【運営基準関係】
①身体的拘束等適正化関係

ア 委員会議事録（前年度）、イ 指針、ウ 研修の記録（前年度）

②感染症及び食中毒の予防及びまん延防止関係
ア 委員会議事録（前年度）、イ 指針、ウ 研修の記録（前年度）

③事故発生の防止（安全対策）関係
ア 委員会議事録（前年度）、イ 指針、ウ 研修の記録（前年度）、エ 担当者を設置したことがわかる文書

④ハラスメント防止関係資料（方針・相談対応の担当者・職員への周知資料）

⑤秘密保持関係
ア 入所（入居）者からの個人情報同意書（１人分）、イ 従業者が入所（入居）者の秘密を保持することを誓約している、

従業者の秘密保持誓約書（１人分）

⑥施設サービス計画関係
ア 施設サービス計画（１人分）（最新分と前回分）

イ アセスメントシート（上記１人分）（最新分）
ウ サービス提供記録（上記１人分の直近２週間）
エ モニタリングシート（上記１人分）（最新分）
オ 入浴又は清拭の実績がわかる資料（上記１人分、直近２週間）

１．運営指導方法の見直しについて

※本見直しは施設サービスに関するものです。

R5.7.21
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R5.4.28

提出予定資料 （※施設サービスの参考事例）

【加算関係】

①介護職員（等特定・ベースアップ等）処遇改善加算に係る資料
ア 計画書及び実績報告書、イ キャリアパス要件が確認できる資料（就業規則、給与規定、キャリアパス表等）、研修計画

②ＬＩＦＥ関連加算

ア 計画書の作成が必要な加算については、見直し前の計画書及び見直し後の計画書（現在入所者のうち、１名分）

イ 計画の見直し時に使用したフィードバック情報（アにかかる分）
ウ 厚生労働省へのデータ提出時期がわかる資料（アにかかる分）

※介護老人保健施設・介護医療院の場合
基本サービス費用の算定根拠資料
（例） 在宅復帰・在宅療養支援等指標の計算根拠や、基本サービス費の割合の根拠など

１．運営指導方法の見直しについて

※本見直しは施設サービスに関するものです。

R5.7.21
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①サービス提供記録は、サービスの提供日、提供した具体的なサービス内容、利用者の
心身の状況などを記載することとし、サービス計画を作成するために必要な事項が記
載されているもの。

②サービス計画に基づき、計画における目標を達成するための取組や、目標の進捗度合
いの把握のために確認すべき事項に関連する記載がされているもの。

R5.4.28

サービス提供記録について

①サービス計画は、利用者の心身の状況などから目標を立て、当該目標を達成するため
の具体的なサービス内容等が記載されているもの。

②利用者の希望を確認し、計画に含めることが必要。
また、利用者に対し、定期的にモニタリングが行われ、計画の見直しがなされるもの。

サービス計画について

２．サービス提供記録・サービス計画について R5.7.21

5



R5.4.28

サービス提供記録の具体例

２．サービス提供記録・サービス計画について R5.7.21
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R5.4.28

サービス計画（施設サービス）の具体例（１）

２．サービス提供記録・サービス計画について R5.7.21
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R5.4.28２．サービス提供記録・サービス計画について

サービス計画（施設サービス）の具体例（２）

第２表

R5.7.21
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R5.4.28

感染症や災害への対応力強化・地域包括ケアシステムの推進・人権擁護虐待防止・介護
サービス事業所経営情報の調査及び分析等の観点から、令和６年４月から上記７項目へ
の対応が義務化

３．令和６年４月以降の義務化内容について R5.7.21

① 認知症基礎研修の実施

② 業務継続に向けた取組の強化

③ 感染症対策の強化

④ 虐待の防止のための取組

⑤ 栄養管理の実施

⑥ 口腔衛生の管理

⑦ 財務状況の公表

① 認知症基礎研修の実施

② 業務継続に向けた取組の強化

③ 感染症対策の強化

④ 虐待の防止のための取組

⑤ 栄養管理の実施

⑥ 口腔衛生の管理

⑦ 財務状況の公表
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●認知症基礎研修の実施
→ 全ての従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務化

※ただし、下記の有資格者又は研修修了者は対象外

●業務継続に向けた取組の強化
→ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスを継続的に提供又は早期に業務再開を図るため

に下記事項の実施が義務化

R5.4.28

「きのくに介護deネット」→ 「災害関係情報」→ 「共通 1 事業継続計画（BCP）｣について」 の中で、
令和４年度に紀陽銀行と合同で実施した「介護事業者向けBCPオンラインセミナー」の動画を掲載
していますので、併せて確認ください。

看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、

社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、　　　

精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等

実務者経験修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、

介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修第一級課程・二級課程修了者

３．令和６年４月以降の義務化内容について R5.7.21
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３．令和６年４月以降の義務化内容について

●感染症対策の強化
→ 感染症の予防及びまん延防止を目的として、下記事項の実施が義務化

●虐待の防止のための取組
→ 虐待の発生又は再発防止を目的として、下記事項の実施が義務化

→ 運営規程に、「虐待の防止のための措置に関する事項」を記載することが義務化

R5.7.21
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３．令和６年４月以降の義務化内容について

●栄養管理の実施
→ 入所者の栄養状態の維持・改善を目的として、下記事項の実施が義務化

●口腔衛生の管理
→ 入所者の口腔の健康保持を目的として、下記事項の実施が義務化

→ 栄養管理は未実施の場合、栄養管理に係る減算が規定されているため、注意が必要！

R5.7.21
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３．令和６年４月以降の義務化内容について（財務状況の公表について）

●（参考）財務状況の公表

→ 令和６年度から収益や費用などの具体的な財務状況を会計年度ごとに都道府県へ
報告することが義務化

①介護サービス事業者は、財務状況を会計年度ごとに都道府県へ報告

②都道府県は、提出された財務状況に関する調査・分析を行い、厚生労働省へ報告

③厚生労働省は、介護サービス事業者の財務状況に関するデータベースを整備し、
財務状況の把握・分析、結果の公表を行う

※財務状況の報告内容や方法などの詳細については未定であり、判明次第お知らせ
します。

R5.7.21
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詳細については、厚生労働省の通知をご確認ください。

介護保険最新情報 Ｖol.１１５３ （令和５年５月２３日）
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための
健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について（通知）

４．令和5年度の法改正について

●介護保険法の一部改正

R5.7.21
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R5.4.28

「サービス提供による事故発生時における対応フロー （標準例）」

５．介護事故の未然防止、対応・報告、再発防止について

⚠ 市町村等への報告漏れに要注意！

※報告書様式や過去通知はWEBページ「きのくに介護deネット」内「メインメニュー」＞「サービス提供中の事故発生時の報告」をご参照ください。

R5.7.21
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１．利用者本人に潜むリスク
身体状況、精神状況、生活背景など利用者本人のリスクにより引き起こされる事故
（誤嚥、誤飲、転倒、転落など）
＜対応例＞
利用者の身体機能や生活特性などを丁寧にアセスメントする
利用者の状況は日々変化するため、よく観察する

２．支援者側に潜むリスク
体調・技術・技能、心の状態、生活背景など支援者側（介護職員等）のリスクにより引き起こされる事故
（介護技術・技能が未熟、経験不足、知識不足など）
＜対応例＞
経験と研修、職員の意識づけ、責任感を常に自覚する
ヒヤリハット事例の報告・分析と施設職員間で共有する

３．ケアが行われる環境に潜むリスク
居住環境、使用する福祉用具など生活環境のリスクにより引き起こされる事故
（部屋の間取り、ベッドや物の場所など）
＜対応例＞
ベッド高、照明、スタッフの配置状況等様々な事柄に目を配る
昼と夜でのリスクの相違やケアの慣れによる環境変化に気をつける、利用者の環境変化へ目を配る
見取り図等での事前チェック、ヒヤリハット報告などで同じ場所での同じ事故を防ぐ

R5.4.28

介護事故につながるリスク要因と対応

５．介護事故の未然防止、対応・報告、再発防止について R5.7.21
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R5.4.28

介護事故の法的責任

５．介護事故の未然防止、対応・報告、再発防止について

＜結果の予見可能性＞

・高齢者が生活する際にあらかじめ予想されるリ
スクの有無や程度等を利用者ごとに評価する。

＜結果の回避義務＞

・介護事故予防措置を講じておく必
要がある。

＜適切な介護サービスを提供する義務＞

・介護事故発生予防のための人的・物的な体制整備を行って事故が起こらないようにするとともに、万
が一事故が起きても大きな事故とならないような事前および事後対策を十分に講じる必要があります。
施設には、利用者が安心して過ごせるように配慮する「注意義務」があります。

＜説明責任＞

・施設には、予想されるリスクについて事前に説明し理解してもらう「リスクの説明責任」、事故発生時
に利用者本人または家族に対して迅速に事実を報告する「事故発生時の説明責任」なども求められ
ます。

出典：「特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイドライン（H25.3月）」 株式会社三菱総合研究所
（平成24年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金）

介護事故が発生した場合の法的責任の有無は、「結果の予見可能性」と「結果の回避義務」を
基に判断されます。

＜管理責任＞
・リスクを認識している場合（事故の発生が予想される場合）に、危険回避のための行動をとらなけ
れば、施設管理者はその管理責任をとわれることになる。
（予測不可能な事態が生じた際には、労働安全衛生法第24条および指定介護老人福祉施設の人員、設備及び
運営に関する基準に基づいて、施設の対応の適切さや責任の有無を判断されます。）

R5.7.21
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● 今後の運営指導では、現地での審査時間を削減できるように見直しを行い
ますので、ご協力をお願いします。

● サービス提供記録については、サービス計画で設定した目標や支援内容が
適切であったか、分析が行えるように記録の作成をお願いします。
サービス計画については、利用者・家族の意向を確認し、定期的な計画の
見直しをお願いします。

● 令和6年4月以降の義務化内容については、未実施の場合、指導対象とな
るため、速やかに取組の準備をお願いします。

● 令和5年度の介護保険法の一部改正内容についてご確認をお願いします。

● 入所者等に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに
市町村、入所者等の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じてく
ださい。

R5.4.28ま と め R5.7.21
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